
和議第４５号 

 

二地域居住の促進に伴い住民税、介護保険制度など住民票を前提と 

する制度の見直しを求める意見書（案） 

 

先日公表された２０２５年住民基本台帳人口移動報告によると、東京圏への

転入超過が１９９６年以降３０年連続となり、２０代を中心に東京圏への人口

集中が続いている。  

こうした人口の東京一極集中と地方の人口減少を是正することを目的に、「広

域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が２０

２４年１１月に施行され、また、２０２６年度中には、住所地以外の地域に継

続的に関わる方々を可視化し、地域の担い手の確保や活性化につなげる「ふる

さと住民登録制度」も開始予定となっており、今後、二地域居住というライフ

スタイルが一般的に広がり、定着していくものと考えられる。 

地方にとって、二地域居住は地域の賑わい維持や発展につながるものとして

大いに期待している制度であるが、一方で、これまでの単一居住、定住型のラ

イフスタイルを前提として設計された各種制度の取扱いに不安も感じていると

ころである。 

住民税、介護保険制度など、現在の住民票を前提とする制度を洗い出し、二

地域居住など新たなライフスタイルに合わせた制度見直しをするよう強く要望

する。 

また、現行制度が維持されている期間、例えば、介護保険制度では、都会で

長く住んでいた高齢者が、新しい居住先に住民票を移した後で施設入所や在宅

サービスの利用を行った場合は、新しい住民票所在地となった地方自治体がそ

れらの介護サービスに係る費用を負担することとなり、住民に負担いただく介

護保険料にも影響を及ぼすことになる。地方を気に入って来てくれる方を、受

入先となる地方自治体や住民が快く受け入れられるよう、特別な財政調整制度

の創設等の措置を講じることを強く要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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